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産業廃棄物処理業の許可の取消しについて 

 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（以下「法」という。）第１４条の３の２により、産

業廃棄物処理業の許可を取り消しましたので、下記のとおり連絡いたします。 

記 

事業者の氏名又は名称 
埼玉県川口市芝東町１８番５号 サンクレストⅠ－Ａ 

大門 竜也 

許 可 の 番 号 第０１２００２０３８８９号 

処 分 の 年 月 日 令和２年６月１６日 

処 分 の 内 容 産業廃棄物収集運搬業許可の取消し 

処 分 理 由 

〔該当条項を含む〕 

 大門竜也は、法第２５条第１項第１５号の規定により、罰

金の刑に処せられた。 

このことにより、同人は、法第１４条第５項第２号イ（法

第７条第５項第４号ニ（法第２５条から法第２７条まで若し

くは法第３２条第１項（法第２５条から法第２７条までの規

定に係る部分に限る。）の規定により刑に処せられたことに

よる場合に限る。）に係るものに限る。）に該当するに至った

ことから、法第１４条の３の２第１項第１号に該当する。 
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